
非営利・公会計

� 日本公認会計士協会におけるこ

れまでの取組み

我が国では、近年、教育や福祉・

医療、介護等の社会的サービスの主

な提供主体である民間非営利組織の

担う役割に期待が高まっている。一

方、非営利組織の情報開示には、広

範なステークフォルダーの利便性

（情報アクセシビリティ）や、一般

の情報利用者にとっての会計情報の

分かりやすさ、法人形態ごとに会計

基準が異なるといった点で多くの課

題がある1。

このような状況を踏まえ、日本公

認会計士協会（以下「当協会」とい

う。）では、2013年７月２日に、非

営利法人委員会研究報告第25号「非

営利組織の会計枠組み構築に向けて」

を公表し、非営利組織の現状と課題

を整理し、非営利組織会計の望まし

い方向性として、法人形態を超え、

幅広いステークホルダーのニーズに

応え得る共通的な会計枠組み構築が

必要であることを提言した。

� 韓国における非営利組織会計基

準設定の動向

当協会でのこのような取組みと同

様の動きが韓国でも起きている。韓

国においても、韓国会計基準院（The

KoreaAccountingInstitute、 以下

「KAI」という。）の韓国会計基準委

員会（TheKoreaAccountingStan-

dardsBoard、以下「KASB」という。）

において、非営利組織の共通的な会

計基準が検討され、2013年11月14日

に「非営利組織会計基準」の公開草

案（以下「基準案」という。）が公

表された2。

韓国の非営利組織に関する制度及

び会計基準は、日本と同様に、法人

形態ごとに根拠法及び所轄省庁並び

に適用すべき会計基準が異なってい

る。このような背景を持つ韓国での

動きは、非営利組織に共通的な会計

枠組みの構築に向けて検討を進める

当協会においても非常に興味深いも

のであり、今回、現地に赴き、関係

者から直接話を聞くこととした。

本稿では、基準案の概要や、現地

調査を通して得られた基準案開発の

背景や体制及びプロセス等の概要を

紹介する。

なお、文中、意見にわたる部分は、

筆者の私見であることを申し添える。

現地調査は、非営利法人委員会非

営利会計検討専門部会の松前江里子

専門部会長と筆者とで、2014年５月

26日及び27日の２日間にかけて実施

した。５月26日には、基準案の検討・

取りまとめを行ったKASBを訪問し、

関係者から基準案検討の背景や趣旨、

検討に当たっての体制やプロセス等

を中心に説明を受けた。５月27日に

は、韓国公認会計士協会（TheKo-

reanInstituteofCertifiedPublicAc-

countants、以下「KICPA」という。）

を訪問し、KICPAにおいて非営利組

織に関する調査・研究を行っている

担当者から、KASBによる基準案検

討への協力体制や、非営利組織監査

の実態と基準案がもたらす実務への

影響について説明を受けた。

韓国における非営利組織は、原則

として、民法上の社団法人又は財団

法人のいずれかに位置付けられる。

このうち、特別な事業を行うために
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特別法の適用を受ける場合には、民

法より優先され、特別法を根拠法と

する法人格が与えられる。このよう

に、民法を根拠法とし特別法の適用

を受けない一般的な非営利組織と、

特別法を根拠法とする非営利組織の

２つに大きく分類される。

さらに、根拠法が何かにかかわら

ず、国税庁の認可を受け、一定の要

件3を満たす非営利組織は、相続・

贈与税法上の優遇を受ける公益法人

となる。会計基準は、非営利組織の

区分ごとに設定されているが、一部

の非営利組織に関しては、適用され

る会計基準が定められていない（上

掲の表参照）。

� 基準案開発の背景

韓国においては、2006年に国務総

理室が中心となり、非営利組織の会

計に関する統合法の制定が推進され

た。法案の要点は以下の３点にあっ

た。

① 財務諸表の制度開示

② 公認会計士監査の義務付け

③ 非営利組織の会計基準設定

本統合法の制定は、当時の政権交

代の影響もあって実現には至らなかっ

たが、このうち、①及び②に関して

は、相続・贈与税法の規定に基づき

実質的に達成された。一方、③につ

いてはいまだ実現に至っておらず、

KASBとしては、業種を超えた会計

基準の必要性も踏まえ、会計基準設

定に向けて検討を開始することとなっ

たとのことである。

ヒアリングに際しては、KASB副

委員長から、営利組織と非営利組織

との垣根が低くなり、寄付金などの

形での経済取引が増える近年の状況

を踏まえ、「営利組織だけでなく、

非営利組織の透明性を高めることが

経済社会全体の透明性向上につなが

り、それは社会全体の利益につなが

る」との認識の下、KASBが非営利

組織会計基準の設定に取り組むこと

は自然なことであるとの考えが示さ

れた。

� 基準案検討の体制とプロセス

基準案の策定に当たっては、KASB

内に専門委員会を設置して検討が行

われた。専門委員会は、非営利組織

に関する多様な利害関係者が参画す

るマルチ・ステークホルダー方式に

より、情報利用者（韓国ガイドス

ター）、各業種の財務諸表作成者、

会計監査人、学識経験者及び政府関

係者等の有識者計13名で構成され、

KASB委員１名がオブザーバーとし

て参加した。これは、KASBが非営

利組織についての専門性を十分に有

していないことに鑑み、非営利組織

に固有の特性や情報ニーズを的確に

反映するための対応であった。

専門委員会における検討の結果を

受けて実態調査等を行い、実務にお

ける適用可能性を十分考慮しながら、

基準案の策定が進められた。

� 基準案の概要

基準案は全42頁で構成され、「非

営利組織会計基準公開草案の論点の

検討報告書」とともに2013年11月14

日に公表された。基準案はK-IFRS

等の企業会計基準とは完全に独立し

て、単独で機能する形で設定された。

ここでは、基準案の「第１章 総則」

を基に、全体概要のみを紹介する。

① 目 的

一般の情報利用者が容易に理解可

能な一般目的の財務諸表を作成する

際に適用可能な基準を提示すること

を目的とする。

② 適 用

法人格の有無にかかわらず、営利

を目的とせず、社会全体の利益や共

同の利益を目的とするあらゆる形態

の非営利組織に適用する。

③ 財務報告目的

財務報告の目的は、寄付者、組織

構成員（会員等）、債権者及びその

他の資源提供者（補助金を提供する

政府等）の意思決定に有用な情報を

提供することにより、これらの利害

関係者が、

� 非営利組織が提供したサービス

� サービスの継続提供能力

� 組織管理者による管理責任の適

切な遂行

を評価できるようにすることにある。

④ 財務諸表の構成

財務諸表は、財務状況表、運営成

果表及びキャッシュ・フロー計算書
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４
非営利組織の統一会計基準

設定に向けた取組み

【非営利組織の類型及び会計基準】

区 分 設立根拠法 会計基準・関連規則

私学機関 私立学校法 私学機関の財務会計基準及び特例規則

社会福祉機関 社会福祉事業法
社会福祉法人及び社会福祉施設の財務会計

規則

医療機関 医療法 医療機関の会計基準規則

学術奨学財団
公益法人の設立・

運営に関する法律
N/A4

文化芸術団体 N/A N/A

宗教団体 N/A
教会の会計基準（大韓キリスト教長老会総

会制定）5

（資料：「非営利組織会計基準公開草案の論点の検討報告書」（KASB））
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で構成される。なお、キャッシュ・

フロー計算書を作成しないことによ

り消失される情報に重要性がない場

合、収支計算書によって代替可能で

あるとされている。

基準案の意見募集は、2014年１月

15日に締め切られた。KASBでは、

公開草案に対して寄せられた意見を

検討し、反映した上で、非営利組織

会計基準の公表をする予定である。

なお、非営利組織会計基準は、法

的根拠を持つものとして設定される

ことが予定されており、基準設定の

プロセスと並行して、金融監督当局

である金融委員会において「株式会

社の外部監査に関する法律」の改正

作業が進められているとのことであっ

た。ここで、KASB及びKICPAの理

解としては、同法の改正は、当該新

会計基準の適用を非営利組織に義務

付けることを目的としたものではな

く、当該基準の適用を推奨するため

のものと考えられ、最終的な適用判

断に関しては、各種の非営利組織の

監督政府機関に決定権限があるとの

ことであった。

また、KASBの基本的なスタンス

としては、法改正の行方にかかわら

ず、高品質の会計基準を完成させる

ことが重要であると考えており、そ

の点に注力しているとのことである。

その上で、同基準を軸とした各種非

営利組織の会計基準の整合性向上、

制度上の採用、指針の開発といった

取組みを進めていくことが重要であ

るとの認識が示された。

今回の現地調査を通して、韓国に

おける非営利組織会計基準設定に向

けた取組みは、金融委員会とKAI

（KASB）及びKICPAが協力しなが

ら、大きな推進力を持って実現に向

けて進んでいるとの印象を受けた。

特に、基準案の策定に当たり、非営

利組織に関する多様な利害関係者の

直接的・間接的な参画を促すための

努力がなされたことに大きな意義が

あると考える。

本基準案が、どのような形で最終

化されるか、また、「株式会社の外

部監査に関する法律」等の法規制と

各非営利組織の実務にどのような影

響を及ぼすのか、今後の動向に注視

が必要である。

最後に、今回の現地調査に協力い

ただいた以下の方々に、この場を借

りて深く感謝申し上げたい。

【KASB】

Jang,JeeIn氏（Chairman,KASB/

President,KAI）

SungsooKwon氏 （Vice-Chairman,

KASB/Vice-President,KAI）

Jae-HoKim氏（Director）

WonSikJung氏（VisitingManager）

【KICPA】

Jeong-Min,Yu氏（ResearchFellow）

【KICPA関係者】

Hyo-YoungIm氏（CFO,Curachem,

Inc.）

Young-JaeCho氏（Partner,Samil

PricewaterhouseCoopers）

（日本公認会計士協会研究員

森 洋一）

（日本公認会計士協会事務局

澤木佑美）

〈注〉

１ 適用される会計基準が法人形態

ごとに設計され、事業分野の特殊

性を踏まえた経緯をたどった結果、

異なる内容の会計基準のまま今日

に至っており、同種の事業を営ん

でいる場合であっても、法人形態

が異なる場合には、法人形態を超

えて財務情報を横断的に理解する

ことが難しい状況となっている

（非営利法人委員会研究報告第25

号「非営利組織の会計枠組み構築

に向けて」）。

２ 2013年11月14日から2014年１月

15日まで意見募集が行われた。

３ 税法の規定に基づき、資産規模

５億ウォン以上又は収益規模３億

ウォン以上若しくは宗教事業を営

む公益法人以外の非営利組織は、

国税庁ウェブサイトへの財務諸表

の開示、公認会計士による財務諸

表監査が義務付けられている。

４ 法律上の規定に基づき、企業会

計基準を準用して財務諸表を作成

しなければならないとされている。

５ キリスト教に関する宗教組織を

対象としたものであり、他の宗教

組織に適用される会計基準はない。
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５
基準設定に向けた今後の対

応について

６ おわりに



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


